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【国際特許分類】
   Ｂ０７Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｂ０７Ｂ   1/42     (2006.01)
   Ｂ０７Ｂ   1/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０７Ｂ    1/22     　　　Ｚ
   Ｂ０７Ｂ    1/42     　　　Ｆ
   Ｂ０７Ｂ    1/46     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月22日(2019.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　第２のスクリーン支持体１２に対する固定は、図３ｂおよび図４ｂに詳細に示されるよ
うに、異なるやり方で行なわれる。この場合、具体的には、第２の切離要素２３は、カラ
ー形状部分１９に固定的に接続されていない。その代わりにクランプ装置がある。このク
ランプ装置は、雄ねじが設けられ第２の切離要素２３に固定的に接続されているクランプ
要素３１を含む。ボア２０が第２のスクリーン支持体１２のカラー形状部分１９に設けら
れている。雄ねじとボア２０と２つのクランプナット（図示せず）との相互作用の結果、
クランプ要素３１を、したがって共振器１５をも、第２のスクリーン支持体１２のカラー
形状部分１９上に留めて固定することができる。同様に、圧力ロッド１４は、ここでは詳
細に示されていないクランプ装置によって、ボア２１に留めて固定することができる。図
４ｂは実質的に同じ切取部分の上面図を示す。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
　振動の振幅は、第１のバー形状部分３２の第１の端部３３および第２の端部３４におい
て特に小さい。このため、共振器１５’は、より確実にスクリーン面１３’に固定される
。接着接続は外れ難いからである。加えて、共振器１５’を、特に簡単なやり方で、たと
えば、第１のバー形状部分３２と第２のバー形状部分３５との間に形成されたスロット４
２の長さを調整することにより、励振する周波数に調整することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更



(2) JP 2018-507780 A5 2019.4.4

【補正の内容】
【０１０７】
　回転止め保護開口部６１’’’を細長い孔として実現していること、超音波伝導体２５
’’’の矩形の断面形状、および、寸法が適切に設定されていること、により、回転止め
保護開口部６１’’’において、超音波伝導体２５’’’は、長手方向軸を中心として所
定の角度範囲内でしか回転できない。たとえば、この角度範囲を１０°とすると、回転止
め保護開口部６１’’’では、超音波伝導体２５’’’は中央角度位置を中心としてどち
らの回転方向にも最大５°しか回転できない。このようにして、超音波伝導体２５’’’
を保持する保持構造体、たとえば図６に示す固定チューブ４５を、スクリーン支持体１１
’’’に固定したときの、スクリーン面１３’’’上における共振器１５’’’の固定を
保護することができる。ここでは示されていない、スクリーニング材料が貫通開口部２４
’’’を通過するのを防止できる封止手段を、スクリーン支持体１１’’’と、回転止め
保護開口部６１’’’が形成されているプレート６２’’’との間に導入してもよい。
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